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北庄内合併協議会資料（第１小委員会資料） 
協定項目２２ 消防団の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 消防団については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、連合消防団長を置くこととし、３年を目途に組織の統合を図る。 

 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

◆消防組織機構         

◆酒田市消防団(組織及び定員) 

団長１名、副団長２名、 

団本部３名(団本部分団長) 

 

第１分団(市街地中央部、北部) 

 分団長１名、副分団長１名、部長３名、 

班長５名、団員３８名 計４８名 

第２分団(市街地東部、北部) 

 分団長１名、副分団長１名、部長３名、 

班長５名、団員３９名 計４９名 

第３分団(市街地南部) 

 分団長１名、副分団長１名、部長２名、 

班長３名、団員２８名 計３５名 

第４分団(西平田地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長４名、 

班長４名、団員４２名 計５２名 

第５分団(飛島地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長６名、 

班長１２名、団員６９名 計８９名 

           （男４９女４０） 

第６分団(西荒瀬地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長７名、 

班長８名、団員６４名 計８１名 

第７分団(新堀地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長７名、 

班長８名、団員７６名 計９３名 

第８分団(広野地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長９名、 

班長９名、団員７１名 計９１名 

第９分団(袖浦地区) 

 分団長１名、副分団長２名、部長７名、 

班長１１名、団員１１０名 計１３１名 

第１０分団(東平田地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長９名、 

班長１０名、団員８３名 計１０４名 

第１１分団(中平田地区) 

  分団長１名、副分団長１名、部長９名、 

班長９名、団員７９名 計７９名 

第１２分団(北平田地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長６名、 

班長７名、団員７０名 計８５名 

第１３分団(上田地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長８名、 

班長８名、団員６０名 計７８名 

第１４分団(本楯地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長１０名、 

班長１０名、団員８２名 計１０４名 

第１５分団(南遊佐地区) 

分団長１名、副分団長１名、部長６名、 

班長８名、団員５８名 計７４名 

八幡町消防団(組織及び定員) 

団長１名、副団長２名、団本部１０名 

 

 

第１分団(市条地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長３名、 

班長４名、団員２６名 計３５名 

第２分団(市条地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長３名、 

班長５名、団員４３名 計５３名 

第３分団(観音寺地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長４名、 

班長６名、団員６７名 計７９名 

第４分団(観音寺地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長３名、 

班長７名、団員４７名 計５９名 

第５分団(大沢地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長３名、 

班長５名、団員３４名 計４４名 

第６分団(大沢地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長３名、 

班長５名、団員２６名 計３６名 

第７分団(日向地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長４名、 

班長７名、団員４２名 計５５名 

第８分団(日向地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長２名、 

班長５名、団員１７名 計２６名 

 

 

 

 

 

松山町消防団(組織及び定員) 

本部分団 

 団長１名、副団長１名、分団長１名、 

副分団長１名、部長１名、班長１名、 

班員５名 計１１名 

 

第１分団(南部地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長２名、 

班長４名、団員５４名 計６２名 

第２分団(山寺、松嶺地区) 

 分団長１名、副分団長１名、部長２名、 

班長６名、団員７０名 計８０名 

第３分団(内郷地区東北部)  

分団長１名、副分団長１名、部長２名、 

班長５名、団員４２名 計５１名 

第４分団(内郷地区南西部) 

 分団長１名、副分団長１名、部長２名、 

 班長６名、団員５６名 計６６名 

平田町消防団(組織及び定員) 

団長１名、副団長１名、本部１名(本部分団長) 

 

 

第１分団（山元、田沢地区） 

 分団長１名、副分団長１名、部長３名、 

班長８名、団員６１名 計７４名 

第２分団 

(中野俣地区、海ヶ沢、鹿島、丸山、道屋敷)  

  分団長１名、副分団長１名、部長３名、 

班長６名、団員４５名 計５６名 

第３分団 

(吉ケ沢、本宮、中村、円道、山谷、山谷新田

新山、楢橋、ポンプ２号車含む) 

 分団長１名、副分団長１名、部長４名、 

班長９名、団員６２名 計７７名 

第４分団（郡鏡地区） 

 分団長１名、副分団長１名、部長４名、 

班長１０名、団員６９名 計８５名 

第５分団（飛鳥、砂越地区） 

 分団長１名、副分団長１名、部長４名、 

班長８名、団員６２名 計７６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 消防団については、現在の１市３

町の消防団をそのまま新市に引き

継ぐものとする。ただし、連合消防

団長を置くこととし、３年を目処に

統合するものとする。 

 

所管部会・分科会  総務部会 総務分科会 
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所管部会・分科会  総務部会 総務分科会 

１～１５分団（分団長、副分団長、部長、班長、団員） 

酒田消防団の活動区域及び活動内容は従前のとおり。 

１～８分団（分団長、副分団長、部長、班長、団員） 

八幡消防団の活動区域及び活動内容は従前のとおり。 

１～４分団（分団長、副分団長、部長、班長、団員） 

松山消防団の活動区域及び活動内容は従前のとおり。 

１～５分団（分団長、副分団長、部長、班長、団員） 

平田消防団の活動区域及び活動内容は従前のとおり。 

連合消防団長、各消防団長、本部分団長合同会議 
・ 各消防団間の活動の調整に関する協議 
・ 合同行事の協議 
・ 実質的統合に向けた協議 

・ 各消防団間の活動の調整 

・ 各消防団活動の企画立案の支援 

・ 合同行事（合同幹部研修など合同で行った方がいい行事）の企画･調整 

 
本部分団長 

 
本部分団長 

 
本部分団長 

 
本部分団長 

新市消防団組織図（案） 

（連合消防団長の内容） 
① いずれかの団長と兼務 
②   各団の連絡調整を行う程度で、各団

をまとめる統括権限及び各団への指揮

権限は持たない。 
③ 団本部会議を招集する。 
④ 合同行事の時だけ連合団長として出

席する。 
⑤ 外部の会議には４団長がそれぞれ出 
席する。 

 
酒田消防団長 

 
酒田消防団副団長 

 
連合消防団長 

 
八幡消防団長 

 
八幡消防団副団長 

 
本部分団連絡会議 

 
松山消防団副団長 

 
松山消防団長 

 
平田消防団副団長 

 
平田消防団長 


